
議案第47号 

朝来市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について 

朝来市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

令和７年６月19日提出 

朝来市長 藤 岡  勇  

提案理由要旨 

朝来市国民健康保険運営協議会の答申に基づき、令和７年度における国民健康保険

税の税率を改正するため、所要の条例整備をしようとするものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 



朝来市条例第 号   

朝来市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

朝来市国民健康保険税条例（平成17年朝来市条例第77号）の一部を次のように改正する。 

なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。 

改   正   案 改   正   前 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所

得に係る地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）

第314条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

計額から同条第２項の規定による控除をした後の総所得金額及

び山林所得金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」と

いう。）に100分の6.9を乗じて算定する。 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所

得に係る地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）

第314条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

計額から同条第２項の規定による控除をした後の総所得金額及

び山林所得金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」と

いう。）に100分の7.5を乗じて算定する。 

２ （略） ２ （略） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額） 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人につい

て26,400円とする。 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人につい

て26,100円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） 

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる

世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる

世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８

号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資

格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するもの

をいう。以下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属する

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８

号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資

格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するもの

をいう。以下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属する



世帯であって同日の属する月（以下この号において「特定月」

という。）以後５年を経過する月までの間にあるもの（当該世

帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。次号、第７

条の３及び第23条第１項において同じ。）及び特定継続世帯（特

定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世

帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以

後８年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保

険者がいない場合に限る。）をいう。第３号、第７条の３及び

第23条第１項において同じ。）以外の世帯 19,300円 

世帯であって同日の属する月（以下この号において「特定月」

という。）以後５年を経過する月までの間にあるもの（当該世

帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。次号、第７

条の３及び第23条第１項において同じ。）及び特定継続世帯（特

定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世

帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以

後８年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保

険者がいない場合に限る。）をいう。第３号、第７条の３及び

第23条第１項において同じ。）以外の世帯 20,100円 

(2) 特定世帯 9,650円 (2) 特定世帯 10,050円 

(3) 特定継続世帯 14,475円 (3) 特定継続世帯 15,075円 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

所得割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

所得割額） 

第６条 第２条第３項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に

100分の2.8を乗じて算定する。 

第６条 第２条第３項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に

100分の3.0を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額） 

第７条の２ 第２条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人に

ついて10,700円とする。 

第７条の２ 第２条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人に

ついて10,500円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

世帯別平等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

世帯別平等割額） 

第７条の３ 第２条第３項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる

世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第７条の３ 第２条第３項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる

世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 7,800円 (1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 8,100円 



(2) 特定世帯 3,900円 (2) 特定世帯 4,050円 

(3) 特定継続世帯 5,850円 (3) 特定継続世帯 6,075円 

（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） （介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第８条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係

る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.3を乗じて算定する。 

第８条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係

る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.5を乗じて算定する。 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） （介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） 

第９条の２ 第２条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税

被保険者１人について12,000円とする。 

第９条の２ 第２条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税

被保険者１人について11,700円とする。 

（介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額） （介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額） 

第９条の３ 第２条第４項の世帯別平等割額は、１世帯について

6,900円とする。 

第９条の３ 第２条第４項の世帯別平等割額は、１世帯について

7,000円とする。 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務

者に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基

礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が66万円を超える場合には、66万円）、同条第３項本文

の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額し

て得た額（当該減額して得た額が26万円を超える場合には、26

万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに

掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が17万円を超え

る場合には、17万円）の合算額とする。 

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務

者に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基

礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が66万円を超える場合には、66万円）、同条第３項本文

の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額し

て得た額（当該減額して得た額が26万円を超える場合には、26

万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに

掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が17万円を超え

る場合には、17万円）の合算額とする。 

(1) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所

(1) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所



得を有する者（前年中に法第703条の５第１項に規定する総所

得金額に係る所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第１項に

規定する給与所得について同条第３項に規定する給与所得控

除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金

額が55万円を超える者に限る。）をいう。以下この号において

同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に

法第703条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第

35条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第

４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢65

歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を

超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等

の収入金額が110万円を超える者に限る。）をいい、給与所得

を有する者を除く。）の数の合計数（以下この条において「給

与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあっては、43

万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗

じて得た金額を加算した金額）を超えない世帯に係る納税義務

者 

得を有する者（前年中に法第703条の５第１項に規定する総所

得金額に係る所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第１項に

規定する給与所得について同条第３項に規定する給与所得控

除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金

額が55万円を超える者に限る。）をいう。以下この号において

同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に

法第703条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第

35条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第

４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢65

歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を

超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等

の収入金額が110万円を超える者に限る。）をいい、給与所得

を有する者を除く。）の数の合計数（以下この条において「給

与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあっては、43

万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を乗

じて得た金額を加算した金額）を超えない世帯に係る納税義務

者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について18,480円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について18,270円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 13,510円 (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 14,070円 

(ｲ) 特定世帯 6,755円 (ｲ) 特定世帯 7,035円 



(ｳ) 特定継続世帯 10,133円 (ｳ) 特定継続世帯 10,553円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する

世帯主を除く。）１人について7,490円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する

世帯主を除く。）１人について7,350円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れに定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,460円 (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,670円 

(ｲ) 特定世帯 2,730円 (ｲ) 特定世帯 2,835円 

(ｳ) 特定継続世帯 4,095円 (ｳ) 特定継続世帯 4,253円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について8,400円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について8,190円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について4,830円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について4,900円 

(2) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所

得者等の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき30

万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前号に該当する者を除く。） 

(2) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所

得者等の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき30

万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均 ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均



等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について13,200円 

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について13,050円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 9,650円 (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 10,050円 

(ｲ) 特定世帯 4,825円 (ｲ) 特定世帯 5,025円 

(ｳ) 特定継続世帯 7,238円 (ｳ) 特定継続世帯 7,538円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する

世帯主を除く。）１人について5,350円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する

世帯主を除く。）１人について5,250円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れに定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,900円 (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,050円 

(ｲ) 特定世帯 1,950円 (ｲ) 特定世帯 2,025円 

(ｳ) 特定継続世帯 2,925円 (ｳ) 特定継続世帯 3,038円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について6,000円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について5,850円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について3,450円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について3,500円 

(3) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所

(3) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金

額の合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所



得者等の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき56

万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号

に該当する者を除く。） 

得者等の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき56

万を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に

該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について5,280円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について5,220円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,860円 (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,020円 

(ｲ) 特定世帯 1,930円 (ｲ) 特定世帯 2,010円 

(ｳ) 特定継続世帯 2,895円 (ｳ) 特定継続世帯 3,015円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する

世帯主を除く。）１人について2,140円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する

世帯主を除く。）１人について2,100円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れに定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,560円 (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,620円 

(ｲ) 特定世帯 780円 (ｲ) 特定世帯 810円 

(ｳ) 特定継続世帯 1,170円 (ｳ) 特定継続世帯 1,215円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除



く。）１人について2,400円 く。）１人について2,340円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について1,380円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について1,400円 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する

日以後の最初の３月31日以前である被保険者（以下「未就学児」

という。）がある場合における当該納税義務者に対して課する被

保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき

算定した被保険者均等割額（前項に規定する金額を減額するもの

とした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）に限

る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する

日以後の最初の３月31日以前である被保険者（以下「未就学児」

という。）がある場合における当該納税義務者に対して課する被

保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき

算定した被保険者均等割額（前項に規定する金額を減額するもの

とした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）に限

る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人に

ついて次に定める額 

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人に

ついて次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 3,960円 ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 3,915円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 6,600円 イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 6,525円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 10,560円 ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 10,440円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 13,200円 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 13,050円 

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

未就学児１人について次に定める額 

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額

の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 1,605円 ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 1,575円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 2,675円 イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 2,625円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 4,280円 ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 4,200円 



エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 5,350円 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 5,250円 

３ （略） 

（準用） 

第29条 （略） 

３ （略） 

 （その他） 

第29条 （略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の朝来市国民健康保険税条例の規定は、令和７年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、令和６年度分までの国民健康保

険税については、なお従前の例による。 
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△ 40.0 ％24 （世帯） 40 （世帯） △ 16 （世帯）

限度額超過
世帯数 後期高齢者支援金分

基礎課税額（医療給付費）分

【基礎課税額（医療給付費）分および後期高齢者支援金分】

比　　　　　　　　較

令和７年度 令和６年度
①－② 増減率

① ②

加入世帯数 （世帯） 3,576 （世帯） 3,691 （世帯） △ 115 （世帯） △ 3.1 ％

被保険者数 （人） 5,279 （人） 5,529 （人） △ 250

一世帯当たり被保険者数 （人） 1.47 （人） 1.49 （人）

（人） △ 4.5 ％

（千円） 1.6 ％

△ 0.02 （人） △ 1.3 ％

一世帯当たり賦課基準額 （千円） 809 （千円） 771

45,953賦課基準額 （千円） 2,893,954 （千円）

38 （千円）

一人当たり賦課基準額 （千円） 548 （千円）

4.9

2,848,002 （千円）

％（千円）

14.3 ％ 人 △ 4.8 ％

％

792 人 14.2 ％ △ 38

人 20.2 ％ △ 112
軽 減 該 当

５割軽減 1,006 人 19.1 1,118
均等割

２割軽減 754 人

人 △ 10.0 ％

（人数・割合）
７割軽減 1,189 人 22.5 ％ 1,380 人 25.0 ％ △ 191 人 △ 13.8 ％

の
計 2,949 人 55.9 ％ 3,290 人 59.5 ％ △ 341 人 △ 10.4 ％

平等割
２割軽減 453 世帯 12.8 ％ 459 世帯 12.4 ％ △ 6 世帯 △ 1.3 ％

状 況
５割軽減 598 世帯 16.7 ％ 665 世帯 18.0 ％ △ 67 世帯 △ 10.1 ％

（世帯数・割合）
７割軽減 945 世帯 26.4 ％ 1,056 世帯 28.6 ％ △ 111 世帯 △ 10.5 ％

計 1,996 世帯 55.8 ％ 2,180 世帯 59.1 ％ △ 184 世帯 △ 8.4 ％

23 （世帯） 31 （世帯） △ 8 （世帯） △ 25.8 ％

411 人 26.4

15.0

866 人 54.0

軽 減 該 当
５割軽減 206 人 13.2 ％

均等割
２割軽減

（人数・割合）
７割軽減

162 人 11.5 ％

△ 14.5 ％

△ 12.0 ％△ 22 人

人

10.4 ％

241 人

184 人

％ △ 35

70 （千円） 8.9 ％

68,356 （千円） 6.3 ％

64 （千円）

一世帯当たり賦課基準額 （千円） 857 （千円） 787 （千円）

△ 0.01 （人） △ 0.9 ％

賦課基準額 （千円） 1,145,877 （千円） 1,077,521 （千円）

△ 47 （人） △ 2.9 ％

一世帯当たり被保険者数 （人） 1.16 （人） 1.17 （人）

△ 33 （世帯） △ 2.4 ％

被保険者数 （人） 1,556 （人） 1,603 （人）

加入世帯数 （世帯） 1,336 （世帯） 1,369 （世帯）

比　　　　　　　　較

令和７年度 令和６年度
①－② 増減率

① ②

【介護納付金分】

％ 441 人 27.5 ％ △ 30 人 △ 6.8 ％

の
計 779 人 50.1 ％

％

％ △ 87 人 △ 10.0 ％

平等割
２割軽減 129 世帯 9.7 150 世帯 11.0 世帯 △ 14.0％ △ 21

％

（世帯数・割合）
％

計 665 世帯 49.8

％

28.6

世帯世帯 12.5

７割軽減 369 世帯 27.5

14.4

％391

％

％

朝来市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の参考資料　（①）

54.0

状 況
５割軽減 167

△ 74 世帯 △ 10.0

△ 5.6

世帯 △ 15.7

△ 22 世帯

△ 6 （世帯） △ 20.0 ％

739 世帯

（世帯）

％

％

％

△ 31

限度額超過世帯数 24 （世帯） 30

％

198

世帯

515 （千円） 33 （千円） 6.4 ％

9.5 ％一人当たり賦課基準額 （千円） 736 （千円） 672 （千円）
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１．基礎課税額（医療給付費）課税額に係る税率

２．後期高齢者支援金課税額に係る税率

３．介護納付金課税額に係る税率

5,350円

1,605円

第２３条第２項第２号
５割軽減世帯 2,625円 2,675円
２割軽減世帯 4,200円 4,280円
その他の世帯 5,250円

第５条

区　　　　　　　　　分 現　　　　　　行 改　　　正　　　案 関　　　　係　　　　事　　　　項

所 得 割 率 100分の　7.5 100分の　6.9 第３条１項

特 定 世 帯 10,050円 9,650円 第５条の２第２号

被 保 険 者 均 等 割 額 26,100円

20,100円 19,300円 第５条の２第１号

26,400円

均 等 割 18,270円 18,480円

特定世帯以外 14,070円 13,510円

特 定 世帯 7,035円 6,755円

均 等 割 13,050円 13,200円

平等割

特定継続世帯

７割軽減世帯 3,915円 3,960円

9,650円

特 定 世帯 5,025円 4,825円

特 定 世帯 2,010円 1,930円

被 保 険 者 均 等 割 額 10,500円 10,700円 第７条の２

５割軽減世帯 6,525円 6,600円

区　　　　　　　　　分 現　　　　　　行 改　　　正　　　案

第７条の３第１号

特 定 世 帯 4,050円 3,900円 第７条の３第２号

関　　　　係　　　　事　　　　項

所 得 割 率 100分の　3.0 100分の　2.8 第６条

均 等 割 7,350円 7,490円

特 定 継 続 世 帯 6,075円 5,850円

特定世帯以外 5,670円 5,460円

特 定 世帯 2,835円 2,730円

均 等 割 5,250円 5,350円

特定世帯以外 4,050円 3,900円

2,025円 1,950円

均 等 割 2,100円 2,140円

特定世帯以外 1,620円 1,560円

平等割 特定 世帯

区　　　　　　　　　分 現　　　　　　行 改　　　正　　　案 関　　　　係　　　　事　　　　項

第２３条第１項第３号２割

特定継続世帯

未就学児の均等割

７割軽減世帯 1,575円

所 得 割 率 100分の　2.5 100分の　2.3 第８条

被 保 険 者 均 等 割 額 11,700円 12,000円 第９条の２

世 帯 別 平 等 割 額 7,000円 6,900円 第９条の３

軽 ７割
均 等 割 8,190円 8,400円

第２３条第１項第１号
平 等 割 4,900円 4,830円

減 ５割
均 等 割 5,850円 6,000円

第２３条第１項第２号
平 等 割 3,500円 3,450円

額 ２割
均 等 割 2,340円 2,400円

第２３条第１項第３号
平 等 割 1,400円 1,380円

朝来市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の参考資料　（②）

特 定 継 続 世 帯 15,075円 14,475円 第５条の２第３号

世 帯 別
平 等 割 額

特 定 世 帯 以 外

７割

その他の世帯 13,050円 13,200円

特定継続世帯

５割
平等割

均 等 割 5,220円 5,280円

軽

減

7,538円 7,238円

第２３条第１項第１号

第２３条第１項第２号

10,553円 10,133円

特定世帯以外 10,050円

第２３条第１項第２号

第２３条第１項第１号７割

５割

平等割

平等割

特定継続世帯 3,038円 2,925円

特 定 世帯

1,215円 1,170円

額

減

軽

特定継続世帯 4,253円 4,095円

810円 780円

第２３条第１項第３号
平等割

特定世帯以外 4,020円 3,860円

第７条の３第３号

世 帯 別
平 等 割 額

特 定 世 帯 以 外 8,100円 7,800円

未就学児の均等割
10,440円 10,560円

第２３条第２項第１号

特定継続世帯 3,015円 2,895円

２割軽減世帯

額 ２割
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基礎課税額（医療給付費）分

全体中の割合 全体中の割合 全体中の割合 全体中の割合 全体中の割合 全体中の割合

２割 754 人 14.3% 792 人 14.2% 835 人 14.0% 881 人 14.2% 867 人 13.6% 957 人 14.7%
５割 1,006 人 19.1% 1,118 人 20.2% 1,240 人 20.9% 1,218 人 19.6% 1,178 人 18.4% 1,248 人 19.2%
７割 1,189 人 22.5% 1,380 人 25.0% 1,428 人 24.0% 1,448 人 23.3% 1,455 人 22.8% 1,436 人 22.1%
計 2,949 人 55.9% 3,290 人 59.5% 3,503 人 58.9% 3,547 人 57.1% 3,500 人 54.8% 3,641 人 56.0%
２割 453 世帯 12.8% 459 世帯 12.4% 479 世帯 12.3% 479 世帯 12.0% 490 世帯 12.0% 538 世帯 13.0%
５割 598 世帯 16.7% 665 世帯 18.0% 718 世帯 18.5% 708 世帯 17.7% 686 世帯 16.8% 715 世帯 17.3%
７割 945 世帯 26.4% 1,056 世帯 28.6% 1,105 世帯 28.5% 1,116 世帯 27.8% 1,118 世帯 27.4% 1,097 世帯 26.4%
計 1,996 世帯 55.8% 2,180 世帯 59.1% 2,302 世帯 59.3% 2,303 世帯 57.5% 2,294 世帯 56.2% 2,350 世帯 56.9%

後期高齢者支援金分

全体中の割合 全体中の割合 全体中の割合 全体中の割合 全体中の割合 全体中の割合

２割 754 人 14.3% 792 人 14.2% 835 人 14.0% 881 人 14.2% 867 人 13.6% 957 人 14.7%
５割 1,006 人 19.1% 1,118 人 20.2% 1,240 人 20.9% 1,218 人 19.6% 1,178 人 18.4% 1,248 人 19.2%
７割 1,189 人 22.5% 1,380 人 25.0% 1,428 人 24.0% 1,448 人 23.3% 1,455 人 22.8% 1,436 人 22.1%
計 2,949 人 55.9% 3,290 人 59.5% 3,503 人 58.9% 3,547 人 57.1% 3,500 人 54.8% 3,641 人 56.0%
２割 453 世帯 12.8% 459 世帯 12.4% 479 世帯 12.3% 479 世帯 12.0% 490 世帯 12.0% 538 世帯 13.0%
５割 598 世帯 16.7% 665 世帯 18.0% 718 世帯 18.5% 708 世帯 17.7% 686 世帯 16.8% 715 世帯 17.3%
７割 945 世帯 26.4% 1,056 世帯 28.6% 1,105 世帯 28.5% 1,116 世帯 27.8% 1,118 世帯 27.4% 1,097 世帯 26.5%
計 1,996 世帯 55.8% 2,180 世帯 59.1% 2,302 世帯 59.3% 2,303 世帯 57.5% 2,294 世帯 56.2% 2,350 世帯 56.9%

介護納付金分

全体中の割合 全体中の割合 全体中の割合 全体中の割合 全体中の割合 全体中の割合

２割 162 人 10.4% 184 人 11.5% 188 人 11.4% 196 人 11.4% 192 人 10.6% 237 人 12.6%
５割 206 人 13.2% 241 人 15.0% 256 人 15.6% 258 人 15.1% 263 人 14.4% 263 人 14.0%
７割 411 人 26.4% 441 人 27.5% 422 人 25.7% 410 人 23.9% 412 人 22.6% 422 人 22.4%
計 779 人 50.1% 866 人 54.0% 866 人 52.7% 864 人 50.4% 867 人 47.6% 922 人 48.8%
２割 129 世帯 9.7% 150 世帯 11.0% 153 世帯 10.9% 163 世帯 11.1% 158 世帯 10.2% 191 世帯 11.9%
５割 167 世帯 12.5% 198 世帯 14.4% 216 世帯 15.3% 218 世帯 14.9% 220 世帯 14.1% 227 世帯 14.2%
７割 369 世帯 27.5% 391 世帯 28.6% 383 世帯 27.2% 372 世帯 25.3% 383 世帯 24.6% 386 世帯 24.1%
計 665 世帯 49.8% 739 世帯 54.0% 752 世帯 53.4% 753 世帯 51.3% 761 世帯 48.9% 804 世帯 50.2%

軽減該当世帯の推移（令和２年度から令和７年度まで）

R６

均等割
（人）

均等割
（人）

R３ R２

均等割
（人）

平等割
（世帯）

R７ R５ R４R６

R４

R５ R４

平等割
（世帯）

平等割
（世帯）

R７ R６

R３ R２

R５ R２R３

R７
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【税率】

【税額計算例】
例１）　７割軽減の世帯

例２）　５割軽減の世帯

例３）　２割軽減の世帯

円 141,800

令和７年度（案） 【５割軽減】　　 令和６年度据置 【５割軽減】

円

円

30,300 円

0 円

30,300 円

円

円

令和６年度据置 　　【７割軽減】　　　

比較

ﾎﾟｲﾝﾄ△ 0.8

〔２人世帯を想定〕
令和７年度国民健康保険税（基礎課税額分及び後期高齢者支援金分）計算例

56,800ｆ 保険税額 134,900 円 54,700

△ 120

円 198,600 円

差　　額 △ 9,000

△ 80

円 189,600

円

円

ｅ 端数調整額 △ 60 円 △ 20 円

円

円 △ 40

円 △ 14,460 円 △ 5,820

円 △ 80

円 △ 20,280

円 28,200 円

ｄ ２割軽減額〔(②＋③)×0.2〕 △ 14,420 円 △ 5,840

8,100

円 △ 20,260

円 27,100 円

74,200 円

③ 平等割 19,300 円 7,800 円20,100

② 均等割（Ｂ×２人） 52,800 円 21,400 円 52,200

円 117,600 円

円円 21,000 円 73,200

円 108,640 円 84,000 円 33,600① 所得割（ｃ×所得割税率） 77,280 円 31,360

円円 1,120,000 円 1,120,000

円 円

ｃ 課税基準額（ａ－ｂ） 1,120,000 円 1,120,000

1,550,000 円

円

円 円 430,000

円

1,550,000 円

ｂ 基礎控除 430,000 円 430,000 円 430,000

円

後期高齢者支援金 基礎＋後期

ａ 所得額 1,550,000 円 1,550,000 円 円

円
差　　額 △ 5,000 円

円

区 分 基礎課税額（医療給付費） 後期高齢者支援金 基礎＋後期 基礎課税額（医療給付費）

円

２人世帯

円 △ 50

円 114,700

令和７年度（案） 　　【２割軽減】 令和６年度据置 　　【２割軽減】

円

109,700 円 81,900

円

ｆ 保険税額 78,100 円 31,600

△ 50,650

32,800

円 △ 50

円

ｅ 端数調整額 △ 40 円 △ 80

円 △ 50,700

円 28,200 円

△ 120 円 0

円 △ 36,150

円 8,100

ｄ ５割軽減額〔(②＋③)×0.5〕 △ 36,050 円 △ 14,600 円 △ 14,550円

円

③ 平等割 19,300 円 7,800 円 27,100 円 20,100

② 均等割（Ｂ×２人） 52,800 円 21,400 円 74,200 円 52,200

円 64,050 円

円 21,000 円 73,200

円 59,170 円 45,750 円 18,300① 所得割（ｃ×所得割税率） 42,090 円 17,080

円円 610,000 円 610,000

円 円

ｃ 課税基準額（ａ－ｂ） 610,000 円 610,000

円

円

円 円 430,000

円

円

ｂ 基礎控除 430,000 円 430,000 円 430,000

円 1,040,000

基礎＋後期

ａ 所得額 1,040,000 円 1,040,000 円 円 1,040,000

区 分 基礎課税額（医療給付費） 後期高齢者支援金 基礎＋後期 基礎課税額（医療給付費） 後期高齢者支援金

２人世帯

円

ｆ 保険税額 21,600 円 円

円

差　　額

円

円

△ 90 円 △ 90

円

△ 120 円

△ 70,980△ 50,610 円ｄ ７割軽減額〔(②＋③)×0.7〕

円 8,700

円 △ 30

△ 20,370

21,6008,700

円

8,100

円

円 28,200

ｅ 端数調整額 △ 30 円 △ 60

20,100 円
△ 50,470 円 △ 20,440

27,100
△ 70,910

円 円

円

③ 平等割 19,300 円 7,800 円

② 均等割（Ｂ×２人） 52,800 円 21,400 円 74,200 円 52,200

円 0 円

73,200 円円 21,000

円 0 円 0 円 0① 所得割（ｃ×所得割税率） 0 円 0

円円 0 円 0

円 円

ｃ 課税基準額（ａ－ｂ） 0 円 0

円

円

円 円 430,000

円

円

ｂ 基礎控除 430,000 円 430,000 円 430,000

円 430,000

基礎＋後期

ａ 所得額 430,000 円 430,000 円 円 430,000

区 分 基礎課税額（医療給付費） 後期高齢者支援金 基礎＋後期 基礎課税額（医療給付費） 後期高齢者支援金

△ 1100

２人世帯

20,100 円 8,100 円 28,200 円

　　【７割軽減】　　　令和７年度（案）

円 500

C　平等割 19,300 円 7,800 円 27,100 円

円 10,500 円 36,600B　均等割 26,400 円 10,700 円 37,100 26,100

％％ 7.5 ％ 3.0 ％ 10.5

円

Ａ　所得割 6.9 ％ 2.8 ％ 9.7

令和７年度（案） 令和６年度
基礎課税額（医療給付費） 後期高齢者支援金 基礎＋後期 基礎課税額（医療給付費） 後期高齢者支援金 基礎＋後期
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例４）　給与所得者の世帯

　　　 世帯主：給与収入２４０万円（給与所得１６０万円）　配偶者：給与収入９８万円（給与所得４３万円）

例５）　事業所得者の世帯

　　　 世帯主：事業所得２００万円　配偶者：給与収入９８万円（給与所得４３万円）

例６）　公的年金受給者の世帯（６５歳以上）

　　　 世帯主：年金収入２２０万円（年金所得１１０万円）　配偶者：年金収入１１０万円（年金所得０円）

※５割軽減に該当（65歳以上の公的年金所得からは15万円差し引いた額で軽減判定）

令和６年度据置 【２割軽減】

令和６年度据置 【軽減非該当】

△ 9,300 円

円 △ 80

令和６年度据置 【５割軽減】　　

△ 12,700 円

円 円 △ 50

２人世帯

△ 140円 △ 60 円

円

74,200均等割（Ｂ×２人） 52,800 円

△ 36,150

円 86,400ｆ 33,30082,200

0△ 80ｅ 端数調整額

円 34,600

円円

差　　額 △ 5,500 円

円 115,500保険税額 円 121,000 円

円 △ 50

円

△ 14,550 円

円 △ 50

円 73,200

円 △ 50,650

円 27,100

円

20,100 円 8,100 円

ｄ ５割軽減額〔(②＋③)×0.5〕 △ 36,050 円 △ 14,600 円 △ 50,700

円 28,200

円

③ 平等割 19,300 円 7,800 円

② 21,400 円 円 52,200 円 21,000

円 70,350 円円 20,100円 64,990 円 50,250① 所得割（ｃ×所得割税率） 46,230 円 18,760

円円 670,000 円 670,000

円 円

ｃ 課税基準額（ａ－ｂ） 670,000 円 670,000

円

円

円 円 430,000

円

円

ｂ 基礎控除 430,000 円 430,000 円 430,000

円 1,100,000

基礎＋後期

ａ 所得額 1,100,000 円 1,100,000 円 円 1,100,000

区 分 基礎課税額（医療給付費） 後期高齢者支援金 基礎＋後期 基礎課税額（医療給付費） 後期高齢者支援金

円 266,200 円

差　　額

円190,000

△ 90 円

令和７年度（案） 【５割軽減】　　

ｆ 保険税額 180,400 円 73,100 円

△ 50

円 253,500

円

76,200

0ｅ 端数調整額 △ 30 円 △ 60 円

ｄ

円 27,100 円 20,100 円 8,100

円 21,000 円 73,200 円

円 28,200 円③ 平等割 19,300 円 7,800

② 均等割（Ｂ×２人） 52,800 円

164,850

21,400 円 74,200 円 52,200

円 152,290 円 円47,100 円① 所得割（ｃ×所得割税率） 108,330 円 43,960 円 117,750

円 円円 1,570,000 円 1,570,000 円

円 860,000 円 円

ｃ 課税基準額（ａ－ｂ） 1,570,000 円 1,570,000

円

ｂ 基礎控除 860,000 円 860,000 円 円 860,000

円 2,430,000 円 2,430,000 円

令和７年度（案） 【軽減非該当】

基礎＋後期

ａ 所得額 2,430,000 円 2,430,000 円

区 分 基礎課税額（医療給付費） 後期高齢者支援金 基礎＋後期 基礎課税額（医療給付費） 後期高齢者支援金

58,300円 145,500

２人世帯

円 △ 170

円 203,800円

差　　額

円

△ 90

円 194,500

円

ｆ 保険税額 138,400 円 56,100

円

ｅ 端数調整額 △ 10 円 △ 20 円 △ 30 円

円 △ 14,460 円 △ 5,820 円ｄ ２割軽減額〔(②＋③)×0.2〕 △ 14,420 円 △ 5,840 円

20,100 円 8,100 円 28,200 円

73,200 円

③ 平等割 19,300 円 7,800 円 27,100 円

74,200 円 52,200 円 21,000 円② 均等割（Ｂ×２人） 52,800 円 21,400 円

122,850 円113,490 円 87,750 円 35,100 円① 所得割（ｃ×所得割税率） 80,730 円 32,760 円

円円 1,170,000 円 1,170,000 円ｃ 課税基準額（ａ－ｂ） 1,170,000 円 1,170,000 円

860,000 円 860,000 円 円

円

ｂ 基礎控除 860,000 円 860,000 円 円

円 2,030,000 円 2,030,000 円ａ 所得額 2,030,000 円 2,030,000 円

区 分 基礎課税額（医療給付費） 後期高齢者支援金 基礎＋後期 基礎課税額（医療給付費） 後期高齢者支援金 基礎＋後期

令和７年度（案） 【２割軽減】２人世帯
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【税率】

【税額計算例】

差　　額 △ 1,900 円 差　　額

ｆ 保険税額 51,600 円 53,500 円
△ 2,600 円

ｆ 保険税額 67,000 円 69,600 円

ｅ 端数調整額 △ 30 円 △ 70 円 △ 10 円 △ 50 円ｅ 端数調整額

円 ｄ

平等割 6,900 円 7,000 円

ｄ ２割軽減額〔(②＋③)×0.2〕 △ 6,180 円 △ 6,080

円 23,400 円

③ 平等割 6,900 円 7,000 円 ③

均等割（Ｂ×２人） 24,000② 均等割（Ｂ×２人） 24,000 円 23,400 円

課税基準額（ａ－ｂ） 1,570,000

②

円円 ① 所得割（ｃ×所得割税率） 36,110 円 39,250

ｃ

ｂ

① 所得割（ｃ×所得割税率） 26,910 円 29,250

ｃ 課税基準額（ａ－ｂ） 1,170,000 円 1,170,000 円

860,000

1,570,000

2,430,000 円 2,430,000

基礎控除 860,000

円

円

円

円

ｂ 基礎控除 860,000 円 860,000 円

令和６年度据置

【２割軽減】

円

【軽減非該当】 【軽減非該当】

ａ 所得額 2,030,000 円 2,030,000 所得額

２　人　世　帯
令和７年度（案） 令和６年度据置

２　人　世　帯
令和７年度（案）

円 ａ

【２割軽減】

差　　額 △ 1,900 円

ｆ 保険税額 50,400 円 52,300 円

ｅ 端数調整額 △ 80 円 △ 20 円

ｄ ２割軽減額〔(②＋③)×0.2〕 △ 6,180 円 △ 6,080 円

③ 平等割 6,900 円 7,000 円

② 均等割（Ｂ×２人） 24,000 円 23,400 円

① 所得割（ｃ×所得割税率） 25,760 円 28,000 円

円ｃ 課税基準額（ａ－ｂ） 1,120,000 円 1,120,000

ｂ 基礎控除 430,000 円 430,000 円

ａ 所得額 1,550,000 円 1,550,000 円

２　人　世　帯
令和７年度（案） 令和６年度据置

【２割軽減】 【２割軽減】

差　　額 100 円

例３）　２割軽減の世帯

円

差　　額 △ 1,000 円

ｆ 保険税額 29,400 円 30,400 円

端数調整額 △ 80 円 △ 50 円

ｆ 保険税額 9,200 円 9,100

円 △ 15,200 円

ｅ 端数調整額 △ 70 円 △ 20 円 ｅ

円

ｄ ７割軽減額〔(②＋③)×0.7〕 △ 21,630 円 △ 21,280 円 ｄ ５割軽減額〔(②＋③)×0.5〕 △ 15,450

円 ③ 平等割 6,900 円 7,000

均等割（Ｂ×２人） 24,000 円 23,400 円

③ 平等割 6,900 円 7,000

円 15,250 円

② 均等割（Ｂ×２人） 24,000 円 23,400 円 ②

円

① 所得割（ｃ×所得割税率） 0 円 0 円 ① 所得割（ｃ×所得割税率） 14,030

円 ｃ 課税基準額（ａ－ｂ） 610,000 円 610,000

基礎控除 430,000 円 430,000 円

ｃ 課税基準額（ａ－ｂ） 0 円 0

円 1,040,000 円

ｂ 基礎控除 430,000 円 430,000 円 ｂ

【５割軽減】

ａ 所得額 430,000 円 430,000 円 ａ 所得額 1,040,000

300

円

円

令和７年度（案） 令和６年度据置

例１）　７割軽減の世帯

２　人　世　帯
令和７年度（案） 令和６年度据置

C　平等割 6,900

２　人　世　帯

△ 100

【７割軽減】 【７割軽減】

円 7,000 円

例２）　５割軽減の世帯

【５割軽減】

△ 0.22.3

令和７年度（案） 令和６年度

B　均等割 12,000 円 11,700 円

例５）　事業所得者の世帯例４）　給与所得者の世帯

比較
ﾎﾟｲﾝﾄＡ　所得割

令和７年度国民健康保険税（介護納付金分）計算例
〔２人世帯を想定〕

％ 2.5 ％
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（単位：人）

令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

5,317 5,693 5,999 6,257 6,371 6,604

93.4% 94.9% 95.9% 98.2% 96.5% 95.9%

令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

1,800,288,802 1,845,930,846 1,922,413,747 2,108,315,696 2,021,951,330 2,023,382,691

対前年比 97.5% 96.0% 91.2% 104.3% 99.9% 100.9%

338,591 324,246 320,456 336,953 317,368 306,387

対前年比 104.4% 101.2% 95.1% 106.2% 103.6% 105.2%

令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

6,893,970 6,326,012 6,380,180 7,956,177 8,496,863 8,472,179

対前年比 109.0% 99.2% 80.2% 93.6% 100.3% 78.3%

1,297 1,111 1,064 1,272 1,334 1,283

対前年比 116.7% 104.5% 83.6% 95.3% 104.0% 81.6%

令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

284,093,207 273,013,452 276,985,934 328,548,841 306,850,333 289,202,589

対前年比 104.1% 98.6% 84.3% 107.1% 106.1% 99.2%

53,431 47,956 46,172 52,509 48,164 43,792

対前年比 111.4% 103.9% 87.9% 109.0% 110.0% 103.4%

令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度

2,091,275,979 2,125,270,310 2,205,779,861 2,444,820,714 2,337,298,526 2,321,057,459

対前年比 98.4% 96.4% 90.2% 104.6% 100.7% 100.6%

393,319 373,313 367,691 390,734 366,865 351,462

対前年比 105.4% 101.5% 94.1% 106.5% 104.4% 104.8%

総額

　国民健康保険保険給付費の推移

被保険者数

対前年比

療養給付費①

1人当たり

給付費合計
①＋②＋③

総額

1人当たり

1人当たり

療養費②

総額

1人当たり

高額療養費③

総額
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